
Ⅲ．その他
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１－1)　登録内容確認書

３－1)　「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識

受注企業が作成した実績データを

発注機関に確認依頼する書類です。

（最初のページを表示しています。）

登録のための確認のお願い 登録内容確認書

１. 建設業退職金共済制度適用事業主工事

現場標識（シール）
2. 電子申請方式適用工事

・サイズ/横420×縦297mm（大）

・A4サイズ/横297×縦210mm（小）

・裏面ノリ付き

※Ａ3Ａ4の記載内容は共通です。

・A4サイズ/横297×縦210mm

・裏面ノリ付き

※電子申請方式を採用した工事現場には、

『1』の現場標識に加えて掲示してください。

実績データの登録後、

JACICが受注企業に発行する書類です。

（最初のページを表示しています。）
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　※令和６年度受付より申請様式が変更となっていますので詳細は建設業退職金共済事業本部の
　　リンクを参照下さい。

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/download/f_kanyu.html

３－2)　共済証紙受払簿
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・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（第77条）
　（建設の事業の保険関係成立の標識）
　　労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、
　　労災保険関係成立票（様式第二十五号）を見易い場所に掲げなければならない。

・一般建設業と特定建設業：
　　一般建設業の許可建設業者は発注者から直接受注した工事について、総額4,500万円
　　（建築一式工事:7,000万円）以上の下請契約を締結することはできません。
・大臣許可と知事許可：
　　２つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む者は大臣許可
　　１つの都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む者は県知事許可
・許可の有効期限：
　　許可の有効期限は５年間
　　許可の更新申請中であれば、現在の許可の有効期間が満了した場合であっても、その
　　許可は有効なものとして扱われます。

３－3)　労災保険関係成立票

５－1)　建設業許可標識

2
5
㎝

以
上

35㎝以上

35㎝以上

2
5
㎝

以
上
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（左面）

※建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者より参照（R5.9月版　国交省近畿地方整備局）

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html

４－1)　施工体制台帳 令和６年４月１日以降 更新
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（右面）

※建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者より参照（R5.9月版　国交省近畿地方整備局）

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html

４－1)　施工体制台帳
令和６年４月１日以降 更新
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（左面）

※国土交通省記載例より　　

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1206777/kisairei.pdf

4-1-2)　施工体制台帳②（作業員名簿）
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（右面）

※国土交通省記載例より　　

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1206777/kisairei.pdf

4-1-2)　施工体制台帳②（作業員名簿）
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国土交通省令和4年3月30日改訂「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」参照
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html

4-1-3)　働き方自己診断チェックリスト（一人親方確認用）
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（左面）

※建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者より参照（R5.9月版　国交省近畿地方整備局）

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html

４－2)　再下請負通知書
令和６年４月１日以降 更新
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（右面）

※建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者より参照（R5.9月版　国交省近畿地方整備局）

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html

４－2)　再下請負通知書
令和６年４月１日以降 更新
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（左面）

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/ken
setugyo/index.html

※建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者
　より参照（R5.9月版　国交省近畿地方整備局）

4-3)　施工体系図

体系図【提出用】留意事項
※１．提出用は下請金額の確認ができるよう１次下請の合計額を記入する。
※２．各次の下請は工期下段に請負金額を記入する。

令和６年４月１日以降 更新
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（右面）

※建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者より参照（R5.9月版　国交省近畿地方整備局）

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html

4-3,4-5)　施工体系図 令和６年４月１日以降 更新
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※建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者より参照（R5.9月版　国交省近畿地方整備局）

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html

９－1)　監理技術者資格者証および講習

令和６年４月１日以降 更新
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監理技術者資格者証と監理技術者講習終了証の統合について（H28年６月１日以降）

平成２８年６月１日以降

（おもて）

（見本）

（うら）
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１７－1)　産業廃棄物管理票（マニフェスト）
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国土交通省　建設リサイクル推進施策　情報交換システム
再生資源利用[促進]計画様式（建設リサイクル報告様式兼用）の記入例（実施書より）

※国土交通省　リサイクル
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

１７－2)　再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
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※国土交通省　リサイクル
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
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「排出ガス対策型建設機械」の標識

【特定特殊自動車排出ガスの規制に関する法律（オフロード法）基準適合表示】
オフロード法と指定制度の両方にかかる建設機械は、オフロード法による表示のみが表示
されるのでこのラベルを確認すること。

基準適合表示 少数特例表示
　（生産台数が年間３０台以下かつ総生
　産台数が１００台以下の機械に適用）

「低騒音型建設機械」の標識 「低振動型建設機械」の標識

備考
１．色彩は地を青色、文字を黄色、その他の部分
　　を白色とする。 備考
２．外円の直径は80mm以上とする。 １．色彩は地を緑色、文字を黄色、
３．平成９年１０月１日より、標識に記載された 　　その他の部分を白色とする。
　　数字が「’８９」であるものは、低騒音（超 ２．外円の直径は80mm以上とする。
　　低騒音型）建設機械とはみなされなくなりま
　　した。

１８－1)　指定建設機械

可搬式建設機械の表示　 車両系建設機械の表示 トンネル工事用建設機械の表示
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【「施工プロセス」のチェックリスト】の手引き

初版　　　平成２１年４月１日　発行

改訂１　　平成２２年４月１日　発行

改訂２　　平成２４年４月１日　発行

改訂３　　平成２５年４月１日　発行

改訂４　　平成２６年４月１日　発行

改訂５　　平成２７年４月１日　発行

改訂６　　平成３０年４月１日　発行

改訂７　　平成３１年４月１日　発行

改訂８　　令和　２年４月１日　発行

改訂９　　令和　３年４月１日　発行

改訂１０　令和　４年４月１日　発行

改訂１１　令和　５年４月１日　発行

改訂１２　令和　６年４月１日　発行

長崎県土木部建設企画課
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